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USPTOが特許可能な発明主題に関する 

Eligibility Quick Reference Sheet（改良版）を公表 
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１．はじめに 
 

自然法則、自然の原理、自然現象、または天然産物の範疇に属するものであると誤って、審査

官がクレーム発明を認定しないために、暫定的な審査手引が作成されたため、審査官は、この暫

定的な審査手引に基づいて、2014年 3月 4日以降の実体審査を行っていました。 

 

上記の暫定的な審査手引は、Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. _, 133 S. Ct. 

2107, 2116, 106 USPQ2d 1972 (2013)（遺伝子特許に係る事件）、及び、(ii) Mayo Collaborative 

Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. _, 132 S. Ct. 1289, 101 USPQ2d 1961 (2012)

（投薬方法特許に係る事件）における連邦最高裁判所の判決を考慮して作成されました。 

 

2014年 12月 16日付で暫定的な審査手引の改定版（2014 Interim Guidance on Patent Subject 

Matter Eligibility）が官報で公示され、2014年 12 月 16日以降の審査に適用されてきました。

改定後の暫定的な審査手引は、MPEP 2106（9th Edition）、March 2014 Mayo/Myriad guidance、

及び June 2014 Alice Guidanceに取って代わるものとなりました。その後、2014年の上記改定

版が更に改定され、2015年 7月 30日に、"July 2015 Subject Matter Eligibility Updateとして

公表されました。 

 

その後、2016年 12月 15日、"Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet"、"Subject 

Matter Eligibility Court Decisions"、および、"Index of Eligibility Examples"が公表されました。

これらは、プロセキューション時に、特許権者が、審査官に対して、クレーム発明が特許可能な

発明主題を有している旨を反論するために利用されてきました。 

 

このような状況下で、2018 年 2 月に、USPTO は、特許可能な発明主題に関する"Eligibility 

Quick Reference Sheet"（改良版）を公表しました。この改良版は、米国特許法第 101条の要件

をクレーム発明が充足するものであるか否かを解析するための早見表であり、特許実務家にと

って非常に有益なツールとなり得るものです。また、今回の改良版に関する情報に関し、上記

改良版と整合するように、MPEPが改定されました。 
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上記の改良版の留意事項とMPEPの改定内容とについて、以下に詳細に説明します。 
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